
令和３年７月６日
報道各位

商工観光・ふるさと創生課

新型コロナウイルス感染症関連制度融資の返済支援について

新型コロナウイルス感染症による影響を受けている市内事業者に対する負担の軽減を目
的として、新型コロナウイルス感染症関連制度融資を受けた事業者に、返済を開始する年
度に融資額の一部を補助します。

1. 事業名
新型コロナウイルス感染症対策資金償還支援補助金

2. 補助対象者・補助金額
下記の制度融資を令和２年４月１日から令和４年３月末日までに受けた方
※令和３年３月末日時点で完済しているものは対象外

3. 申請期間
令和３年７月１日から令和４年３月３１日

4. 申請方法
「新型コロナウイルス感染症対策資金償還支援補助金申請書」に添付書類を添えて、
商工観光・ふるさと創生課に提出。
【添付書類】 ①融資に係る契約書の写し ②納税証明書

5. 補助金の交付
返済を開始した年度に「新型コロナウイルス感染症対策資金償還支援補助金交付請求
書」を商工観光・ふるさと創生課に提出。ただし、令和２年度に返済を開始している場
合は令和３年度に補助金を交付します。
※各種様式は商工観光・ふるさと創生課に設置しています
市ＨＰからダウンロードもできます

対象制度融資 補助金の額

令和２年度福井県経営安定資金（新型コロナウイルス対策分） 融資額の 1/120（上限：583 千円）

令和２年度福井県新型コロナウイルス感染症対応資金 融資額の 1/60（上限：1,000千円）

令和３年度福井県新型コロナウイルス感染症伴走支援資金 融資額の 1/60（上限：666千円）
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